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研究課題名 GC/MS/MSを用いた加工食品等の残留農薬分析法に関する調査研究

○研究背景

・研究ニーズ（重要性・緊急性）

・道が取り組む必要性

・関係機関等との連携・役割分担

　道では、当所及び保健所において加工食品の残留農薬検査を行っているが、複数の試験法や分析機器を使用しており、時間と手間
を要している。また、検査は、妥当性評価された試験法で行う必要があるが、複数の試験法の妥当性評価を行うことは負担が大き
い。一方、加工食品中に含まれる農薬の残留基準値の適合判定を目的とした試験法は国から示されていないため、妥当性評価された
試験法を道として早急に整備する必要がある。従来の方法に代えて高感度かつ高選択性であるGC/MS/MSを用いた一斉試験法を確立す
れば、検査の迅速･効率化及びコストダウンが可能となることから、極めて重要な課題である。

○年次別目標（研究計画の適切性）
主な目標（項目） 年次等

　高感度かつ高選択性であるGC/MS/MSを用いて、加工食品中の残留農薬分析法を開発する。開発した方法を用いて妥当性評価を行
い、加工食品中の残留農薬検査に活用することを目的とする。

　当所及び保健所で行っている加工食品中の残留農薬検査項目を対象とし、GC/MS/MSの分析条件について検討する。行政検査実施状
況等から代表的な食品を選定し、脂質の多い加工食品や脂質の少ない加工食品について、それぞれ最適な抽出･精製法等の検討を行
う。開発した分析法について、「妥当性評価ガイドライン」に基づく妥当性評価を行う。

討した。塩析操作で使用する塩を硫酸マグネシウム･7水和物及び塩化ナトリウムとし、水層のpH調整はリン酸緩衝液に替え炭酸水素
ナトリウムを加える改良を行ったところ、農薬の回収率の著しい向上が見られ、1つの分析法で農薬を抽出･精製し、GC/MS/MSを用い
て一斉に定量することが可能となった。これらの条件を用いて5種類の加工食品（パスタ、ももの缶詰、みかんの缶詰、アスパラの
缶詰及びマッシュルームの缶詰）について149農薬の妥当性評価試験を行ったところ、パスタでは143種類、ももの缶詰では146種
類、その他の食品では145種類の農薬が妥当性評価ガイドラインの目標値を満たし、良好な分析が可能であった。今後、その他の加
工食品についても妥当性評価を行う予定である。
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直近の研究課題評価結果
平成 年度事前評価

【自己評価】
　GC/MS/MSで測定可能と考えられた149農薬について、測定イオンと昇温条件に関する基礎的な条件検討
を行い、すべての農薬が測定可能なGC/MS/MSの条件を設定した。また、これらの農薬の抽出法につい
て、国より示されている「GC/MSによる農薬等の一斉試験法(農作物)」を基本骨格とした改良法を検 【総合評価】

ａ・ｂ・ｃ
【自己評価】 【説　明】

　研究の進捗状況 【 】ａ ａ

【総合評価】

(A)優れている。　　　　　　　(B)良好、適切である。　　(C)やや劣っている。見直しが必要。　
(a)極めて高い、適切である。  (b)高い、適切である。 　 (c)低い、改善の余地がある。
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脂質の多い加工食品(冷凍ぎょうざ等）への分析法の適用、妥当性評価

○研究目的

○研究内容（研究目的及び研究内容の適切性）

　得られた成果は、当所における加工食品中の残留農薬検査に活用する。また、保健所にはすでにGC/MS/MSが配備されていることか
ら、保健所における調理冷凍食品の残留農薬検査に活用する。さらに本研究成果を学術誌等に公表し、食の安全・安心確保のための
基礎資料として活用する。このような活用策を講ずることで、食品中に含まれる農薬による突発的な事件事故への迅速な対応が可能
となる。

研究実施

○成果の活用策（成果の活用の可能性）

○直近の研究課題評価における総合評価意見及びそれに対する取り組み状況(直近評価に対する対応の適切性)

1,460

1,460

　食品に残留する農薬等の試験に際しては、「食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評価ガイドライン」によりその試験
法の妥当性を評価することとされるなど、残留農薬の分析法についてこれまでより厳しい精度管理、分析技術の向上が求められてい
る。また近年では、GC/MS/MS等の機器の発展に伴い、より高精度かつ選択性の高い分析が可能となってきている。

　当所単独で取り組む予定であるが、食品中の残留農薬検査に関する多くの知見を有する国立医薬品食品衛生研究所から必要に応じ
て情報収集を行う。また、全国の地方衛生研究所及び道内各保健所等と情報交換を行う。

・これまでの研究成果・知見、外部機関の知見等の活用の考え方
　加工食品は農産物に比べ農薬の分析を妨害する夾雑物が多く、試験法開発には困難を伴うことが予想されるが、これまで厚生労働
省の受託研究(残留農薬の一日摂取量調査、平成17年度～)等において、加工食品を含む様々な食品の残留農薬分析を行っており、こ
れらで得た知見を活用する(青栁ら、2008；2009)。
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平成２７年度　中間評価調書

分析

脂質の少ない加工食品（ビーフン等）への分析法の適用、妥当性評価、結果のまとめ
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各種施策等との関連性

GC/MS/MSの分析条件および抽出･精製等の分析法の検討（対象149農薬）
対象食品の選定

研究 試験

北海道食品衛生監視指導計画
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【個別評価】
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前年度以前 当年度

年度

本研究は、道内を流通する加工食品中の残留農薬検査項目を対象とした、GC/MS/MSを用いた分析法を開発するほか、脂質
の多い加工食品等への分析法の適用の検討が進められており、今後とも着実に研究を進める必要がある。

初年度の目標であった分析条件及び抽出･精製等の分析法の検討については予定通り実施し、今年度に予定している妥当
性評価についても既に着手している。いずれも良好な結果を得ており、本研究は適切かつ効率的に進んでいる。
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全体所要額

　北海道食品衛生監視指導計画に基づき、当所ではパスタ、缶詰等の加工食品、また保健所では冷凍ぎょうざ等の調理冷凍食品の残
留農薬検査を実施している。これらを検査対象とした、精度が高く、迅速、簡便な残留農薬分析法を開発し、妥当性を評価すること
は、道の施策の展開(食の安全、安心等)に役立つと考えられる。

平成27年度

平成28年度


